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六
月
二
六
日
、
消
費
税
の
引
上
げ

を
目
的
と
し
た
税
制
抜
本
改
革
法

案
と
と
も
に
、
年
金
機
能
強
化
法
案

（
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び

最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
）
お
よ
び
年
金
一
元
化
法
案

（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を

図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
）
が
衆
議

院
で
可
決
し
た
。

　

今
回
の
衆
議
院
で
の
採
決
に
先
立

っ
て
、
六
月
八
日
に
民
主
党
、
自
由

民
主
党
、
公
明
党
の
三
党
が
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
関
連
法
案
の
修

正
協
議
を
開
始
し
、
六
月
一
五
日
に

三
党
の
合
意
に
達
し
た
。
こ
れ
を
う

け
て
、
今
回
の
衆
議
院
の
採
決
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
三
党
合
意
に
よ
り
社
会
保

障
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

な
考
え
方
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事

項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障

制
度
改
革
国
民
会
議
を
設
置
す
る
こ

と
に
よ
り
、
総
合
的
か
つ
集
中
的
に

推
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

年
金
機
能
強
化
法
案
の
修
正

　

三
党
協
議
の
結
果
、
年
金
機
能
強

化
法
案
は
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
法

案
に
い
く
つ
か
修
正
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
、
国
民
年
金
に
つ
い

て
は
、
低
所
得
で
あ
る
高
齢
者
ま
た

は
所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ
る
障
害

者
等
へ
の
年
金
額
の
加
算
に
関
す
る

規
定
、
い
わ
ゆ
る
低
所
得
者
年
金
に

関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
る
と
と
も

に
、
高
所
得
者
に
よ
る
老
齢
基
礎
年

金
の
支
給
停
止
に
関
す
る
規
定
、
い

わ
ゆ
る
高
所
得
者
の
年
金
額
調
整
に

関
す
る
規
定
も
削
除
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
厚
生
年
金
保
険
に
関
し
て

は
、
短
時
間
労
働
者
へ
の
適
用
拡
大

に
つ
い
て
、
拡
大
の
対
象
と
な
る
者

の
月
額
賃
金
の
範
囲
お
よ
び
厚
生
年

金
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
の
下
限
が

当
初
案
の
七
・
八
万
円
か
ら
八
・
八

万
円
に
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ

の
改
正
の
施
行
期
日
が
、
平
成
二
八

年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
八
年
一
〇

月
一
日
に
繰
り
下
げ
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
修
正
案
で
は
、
交
付
国

債
の
償
還
お
よ
び
返
還
に
関
す
る
規

定
も
削
除
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
修
正
の
ほ
か
に
、
以
下

の
点
が
法
案
の
附
則
に
盛
り
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
当
初
、
低
所
得
者
年
金
の

対
象
と
さ
れ
て
い
た
低
所
得
の
高
齢

者
や
所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ
る
障

害
者
等
に
対
す
る
福
祉
的
措
置
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
対
象
者
へ
の
給
付
制

度
を
実
施
す
る
た
め
、「
社
会
保
障

の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制

の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
」
の
公
布
日
か
ら
六
月
以
内
に
必

要
な
法
制
上
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る

も
の
と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
と
と

も
に
、
高
所
得
者
の
年
金
額
調
整
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
す
る
規

定
を
追
加
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る

厚
生
年
金
保
険
お
よ
び
健
康
保
険
の

適
用
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
規
定

に
つ
い
て
は
、
平
成
三
一
年
九
月
三

〇
日
ま
で
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
措
置
を
講
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ず
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保

険
者
に
対
し
、
産
前
六
週
間
産
後
八

週
間
の
期
間
に
お
け
る
国
民
年
金
保

険
料
を
免
除
す
る
措
置
を
設
け
る
こ

と
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
も
の
と

す
る
規
定
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法

案
も
衆
議
院
で
可
決

　

こ
の
法
案
は
、
消
費
税
引
上
げ
を

盛
り
込
ん
だ
税
制
抜
本
改
革
法
案
可

決
の
た
め
に
、
三
党
協
議
の
結
果
を

踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
、
六

月
二
〇
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
法
案
は
、
近
年
の
急
速
な
少

子
高
齢
化
の
進
展
等
に
よ
る
社
会
保

障
給
付
費
の
増
大
や
生
産
年
齢
人
口

の
減
少
に
伴
い
、
社
会
保
険
料
に
係

る
国
民
の
負
担
が
増
大
す
る
と
と
も

に
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
財

政
状
況
が
社
会
保
障
制
度
の
た
め
の

負
担
の
増
大
に
よ
り
悪
化
し
て
い
る

状
況
に
鑑
み
て
、
安
定
し
た
財
源
を

確
保
し
つ
つ
、
受
益
と
負
担
の
均
衡

年
金
機
能
強
化
法
案
・
年
金
一
元
化
法
案
が
衆
議
院
で
可
決

Topics

が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制

度
の
確
立
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
策

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

法
案
で
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革

の
基
本
方
針
を
、
公
的
年
金
制
度
、

医
療
保
険
制
度
、
介
護
保
険
制
度
お

よ
び
少
子
化
対
策
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
定
め
、
そ
の
社
会
保
障
制
度
改

革
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
社
会
保

障
制
度
改
革
を
法
施
行
後
一
年
以
内

に
、
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議

に
お
け
る
審
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え

て
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

法
案
に
は
、
平
成
二
四
年
二
月
一

七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
社
会
保

障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」
そ
の
他
既

往
の
方
針
の
み
に
か
か
わ
ら
ず
、
幅

広
い
観
点
に
立
っ
て
、
社
会
保
障
制

度
改
革
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え

方
に
の
っ
と
り
、
か
つ
、
社
会
保
障

制
度
改
革
の
基
本
方
針
に
基
づ
い

て
、
社
会
保
障
制
度
改
革
を
行
う
た

め
に
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
内
閣
に
、
社
会
保

障
制
度
改
革
国
民
会
議
を
設
置
す
る

こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

8 ご活用ください

市区町村の広報誌にそのままご使用いただける、
タイムリーな記事を掲載します。

市区町村の広報誌（紙）掲載用記事

7

会員のみなさま、年金委員のみなさま、実務
者のみなさまのお役に立つ情報を掲載します。

「国民年金よくある質問」
「厚生年金よくある質問」

3

岩見沢方式という独自の研修方式で成果を上
げる北海道の岩見沢年金事務所を取材した。

頑張る！　年金事務所

岩見沢年金事務所

6

今回は、神奈川県横須賀市の市民部窓口サービ
ス課国民年金担当の北野智子主任に取材した。

地方分権10年と国民年金事務（３）

C o n t e n t s
2

第20回全国社会保険委員会連合会総会が開催
された。

全委連総会が開催

今年10月からの後納制度について、市区町村
の窓口に掲示できるように見開きポスターに
しました。

国年保険料の後納制度ポスター
4 5〜
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第
五
〇
回
全
国
都
市

国
民
年
金
協
議
会
が

奈
良
市
で

八
月
三
一
日
開
催

　

全
国
都
市
国
民
年
金
協
議
会
の
総

会
及
び
研
修
会
は
、
八
月
三
一
日
㈮

午
後
、『
な
ら
１
０
０
年
会
館
』（
奈

良
市
三
条
宮
前
町
七
―
一
）
で
開
催

さ
れ
る
。

　

昨
年
は
岐
阜
市
で
開
催
さ
れ
、
研

修
会
で
初
め
て
の
試
み
と
し
て
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

　

全
国
都
市
国
民
年
金
協
議
会
は
、

全
国
都
市
間
の
連
携
の
も
と
に
国
民

年
金
制
度
の
調
査
研
究
を
行
い
、
制

度
の
円
滑
な
運
営
と
そ
の
健
全
な
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

昭
和
三
八
年
の
発
足
以
来
、
奈
良
市

の
開
催
で
本
年
五
〇
回
を
迎
え
る
。

　

国
民
年
金
制
度
は
、
市
区
町
村
の

関
わ
り
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い

制
度
で
あ
る
が
、
市
区
町
村
の
関
わ

り
が
大
き
く
変
わ
る
中
こ
れ
ま
で
と

同
様
に
協
議
会
を
運
営
し
調
査
研
究

結
果
な
ど
を
踏
ま
え
、厚
生
労
働
省
、

日
本
年
金
機
構
な
ど
に
要
望
活
動
を

行
っ
て
い
る
。

　

今
回
は
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
の
奈
良
市

が
総
会
・
研
修
会
の
開
催
担
当
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
畿
厚
生

局
、
日
本
年
金
機
構
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク

本
部
、
近
畿
管
内
年
金
事
務
所
の
所

長
お
よ
び
国
民
年
金
課
長
に
、
出
席

を
呼
び
掛
け
て
い
る
。

02

　

総
会
で
は
、
冒
頭
に
林
秀
雄
会
長

が
挨
拶
に
立
ち
、
続
い
て
厚
生
労
働

省
、
日
本
年
金
機
構
、
全
国
健
康
保

険
協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
）
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
来
賓
の
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

続
い
て
、
役
員
の
交
替
に
つ
い
て

の
報
告
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
議
案

の
審
議
が
行
わ
れ
た
。
第
一
号
議
案

「
平
成
二
三
年
度
事
業
並
び
に
収
入

支
出
決
算
に
つ
い
て
」、
第
二
号
議

案
「
平
成
二
三
年
度
決
算
剰
余
金
処

分
（
案
）
に
つ
い
て
」、
第
三
号
議

案
「
平
成
二
四
年
度
事
業
計
画
（
案
）

並
び
に
収
入
支
出
予
算
（
案
）
に
つ

い
て
」
は
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り

に
承
認
さ
れ
た
。

　

今
回
の
総
会
の
最
後
で
は
、
徳
島

県
社
会
保
険
委
員
会
連
合
会
の
中
村

忠
久
会
長
が
、「
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
の

活
動
に
つ
い
て
―
連
合
会
の
活
性
化

に
向
か
っ
て
」
と
題
し
て
報
告
を
行

っ
た
。

　

中
村
会
長
の
報
告
は
、
平
成
二
二

年
一
月
に
日
本
年
金
機
構
が
発
足
し

て
か
ら
、
委
員
会
活
動
が
順
調
に
進

ん
で
い
な
い
点
、
特
に
年
金
事
務
所

に
お
い
て
は
基
本
的
に
年
金
委
員
会

へ
の
関
与
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
活

動
が
き
わ
め
て
窮
屈
に
な
っ
て
い
る

点
を
指
摘
し
た
。

　

そ
し
て
、「
社
会
保
険
委
員
会
活

動
の
指
針
」
や
「
年
金
委
員
へ
の
活

動
、
支
援
等
に
関
す
る
通
知
」
が
発

出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然

と
し
て
活
動
が
停
滞
し
て
い
る
と
指

摘
し
た
。そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、

社
会
保
険
の
運
営
母
体
が
二
つ
、
す

な
わ
ち
年
金
事
務
所
と
協
会
け
ん
ぽ

の
二
つ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
あ

げ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
、
年

金
事
務
所
と
協
会
け
ん
ぽ
と
が
互
い

に
連
携
し
合
っ
て
活
動
の
機
会
を
増

や
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
。

　

中
村
会
長
は
、そ
の
一
環
と
し
て
、

四
国
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
毎
年

一
回
、
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
連
合
会
を
開

催
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
日

本
年
金
機
構
と
協
会
け
ん
ぽ
へ
要
望

を
行
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。

　

そ
の
要
望
事
項
と
は
、
①
日
本
年

金
機
構
と
協
会
け
ん
ぽ
と
の
事
業
連

携
（
社
会
保
険
委
員
の
減
少
対
策
、

年
金
委
員
会
の
活
性
化
、
年
金
委
員

活
動
の
意
義
が
深
ま
る
環
境
づ
く

り
）、
②
年
金
委
員
と
け
ん
ぽ
委
員

の
委
嘱
促
進
、
③
大
臣
表
彰
、
優
良

事
業
所
表
彰
の
復
活
実
施
、
④
日
本

年
金
機
構
と
協
会
け
ん
ぽ
か
ら
の
情

報
交
換
で
あ
っ
た
。

　

中
村
会
長
の
報
告
で
は
、
参
考
資

料
と
し
て
、
年
金
委
員
か
ら
の
意

見
・
要
望
を
掲
載
し
た
資
料
が
配
布

さ
れ
た
。
こ
の
資
料
に
は
、
特
に
地

域
型
年
金
委
員
か
ら
の
意
見
・
要
望

と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

▽
年
金
の
基
本
的
事
項
や
、
そ
の

時
々
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
項
、

改
正
点（
法
改
正
等
が
あ
っ
た
場
合
）

等
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し

た
資
料
を
、
定
期
的
（
年
に
数
回
）

に
情
報
提
供
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ

り
が
た
い
。

▽
自
治
会
や
老
人
会
の
総
会
等
で
年

金
制
度
等
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
希

望
す
る
場
合
に
、
年
金
事
務
所
の
職

員
も
協
力
し
、
地
域
住
民
へ
の
配

布
・
回
覧
用
の
印
刷
物
等
を
定
期
的

に
提
供
し
て
ほ
し
い
。

▽
全
国
の
年
金
委
員
の
活
動
状
況
に

つ
い
て
実
績
報
告
の
ま
と
め
や
活
動

を
紹
介
す
る
記
事
等
を
載
せ
た
広
報

誌
が
あ
る
と
、活
動
の
参
考
に
な
る
。

▽
地
域
住
民
や
地
方
自
治
体
で
は
年

金
委
員
の
存
在
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
の
で
、
市
町
村
に
地
域
型
年

金
委
員
の
名
簿
を
提
供
し
て
積
極
的

に
活
用
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
と
と

も
に
、
広
報
誌
や
民
生
委
員
・
地
区

長
会
議
の
場
を
借
り
て
、
年
金
委
員

の
制
度
と
活
動
内
容
の
周
知
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

▽
機
構
側
の
年
金
委
員
担
当
職
員
が

代
表
事
務
所
の
副
所
長
の
み
で
は
、

少
な
す
ぎ
て
動
き
が
取
れ
て
い
な

い
。
補
助
者
を
充
て
る
な
ど
し
て
、

年
金
委
員
に
対
す
る
事
務
局
の
機
能

を
確
立
し
て
ほ
し
い
。

▽
年
金
委
員
個
人
の
自
主
的
な
活
動

に
は
限
界
が
あ
る
。
委
員
相
互
の
連

携
協
力
に
よ
る
活
発
な
委
員
活
動
を

行
う
に
は
、
全
国
に
地
域
型
年
金
委

員
会
を
設
置
し
、
厚
生
労
働
省
や
日

本
年
金
機
構
、
年
金
事
務
所
か
ら
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
も
と
、
市
町
村
や

各
種
団
体
と
の
円
滑
な
協
力
関
係
を

築
く
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

「年金図書」平成24年度改訂のご案内 好評発売中好評発売中

Vol.1　老齢年金－加入と請求手続き Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）
Vol.2　老齢年金－年金額の計算 Ｂ5判　定価1,260円（本体1,200円＋税）
Vol.3　遺族年金と障害年金 Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）

年金相談に携わる人を対象に、具体的な相談例を挙げてＱ
（問題）とＡ（解答）および解説を掲載。問題の例文を読み、考
え、かつ解くことで、相談者に的確に答えられるように編集。年
金相談の現場力を自らの力とし、高めることができる問題集。

東京 ☎（03）3252-7901　関西 ☎（06）6765-7836
中部 ☎（052）951-0261　中国 ☎（082）223-2707

A5判　定価4,200円（本体4,000円＋税）A5判　定価2,520円（本体2,400円＋税）

制度の仕組みと給付の受け方を、わか
りやすく、詳しく解説。届出・請求書の様
式は記載例つきで収録。

Ｂ５判　定価2,310円（本体2,200円＋税）

東京都社会保険労務士会 企画　
東京社会保険労務士協同組合 編集
年金相談の心得、国民年金・厚生年金制
度のしくみ、老齢・障害・遺族給付をわかりや
すく解説。Ｑ＆Ａ形式で、詳細な説明により、
より深くポイントが理解できるよう編集。

B5判　定価4,410円（本体4,200円＋税）

国民年金・厚生年金の受給要件・年金
額・諸手続きを図解・記載例などにより、
わかりやすく解説した年金実務書の決
定版。

法律の条文ごとに、関係政令・省令・通
知等を収載し、法令上の根拠、行政解
釈・事務取扱いの全容が体系的にわか
るように編集。

現場力を高める!! 年金相談Ｑ＆Ａ  （平成24年度版） 

年金相談ＡからＺ  （平成24年度版） 

国民年金法総覧  （平成24年4月版） 

年金相談の手引  （平成24年度版） 国民年金ハンドブック  （平成24年度版） 

　

日
本
年
金
機
構
が
年
金
受
給
者
に

郵
送
し
て
い
る
年
金
の
支
払
い
に
関

す
る
通
知
書
、「
年
金
振
込
通
知
書
」、

「
年
金
決
定
通
知
書
・
支
給
額
変
更

通
知
書
」
等
の
内
容
が
、「
ね
ん
き

ん
ネ
ッ
ト
」
を
通
じ
て
確
認
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

通
知
書
の
情
報
を
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ

ル
と
し
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

も
可
能
と
な
っ
た
。

　

こ
の
通
知
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
に

よ
っ
て
、
二
四
時
間
い
つ
で
も
通
知

書
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と

も
に
、
確
認
し
た
内
容
を
残
し
て
お

き
た
い
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
手
元
に
保
存
で
き
る
。

　

ま
た
、「
年
金
振
込
通
知
書
」と「
年

金
支
払
通
知
書
」
に
つ
い
て
は
、
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル

を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
、
福
祉
医

療
機
構
が
実
施
す
る
公
的
年
金
担
保

融
資
の
申
請
の
際
に
金
融
機
関
に
提

出
す
る
年
金
額
証
明
書
類
と
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
年
金
決
定
通
知
書
・

支
給
額
変
更
通
知
書
」
と
「
年
金
額

改
定
通
知
書
」
に
つ
い
て
は
、
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
に
印
影
が
表

示
さ
れ
な
い
た
め
、
年
金
額
証
明
書

類
に
は
使
用
で
き
な
い
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
電
子
版
の
受
給
者
通
知
を
開
始

第
20
回
全
国
社
会
保
険
委
員
会
連
合
会

総
会
開
催
さ
れ
る

　
六
月
一
二
日
の
午
後
、
全
国
社
会
保
険
委
員
会
連
合
会
の

第
二
〇
回
総
会
が
、全
社
連
研
修
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。
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独
自
研
修
の
実
施
で
成
果
上
げ
る

定
着
し
た「
岩
見
沢
方
式
」

年金事務所
　
半
世
紀
前
ま
で
は
産
炭
地
と
し
て
栄
え
た
南
空
知
。
今
は
道
内
屈
指
の
農
業
生
産
地

で
あ
り
、ま
た
管
内
の
中
核
都
市
、岩
見
沢
市
は
道
央
の
物
流
の
要
と
い
う
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
人
材
育
成
に
力
を
入
れ
、
所
内
の
独
自
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
で
成

果
を
上
げ
て
い
る
岩
見
沢
年
金
事
務
所
を
訪
ね
た
。

所
と
し
て
は
常
日
頃
か
ら
、
職
員
ど

う
し
が
自
由
に
意
見
を
言
え
る
よ
う

な
関
係
を
保
ち
た
い
で
す
ね
」
と
語

っ
て
く
れ
た
。

金
適
用
調
査
課
長
。
医
療
機
器
メ
ー

カ
ー
か
ら
の
転
身
だ
。
課
員
は
正
規

職
員
四
名
、
契
約
職
員
四
名
、
ア
シ

ス
タ
ン
ト
二
名
の
一
〇
名
。
昨
年
よ

り
二
名
減
っ
て
い
る
上
に
、
庶
務
担

当
に
三
名
が
割
か
れ
、
業
務
の
円

滑
な
遂
行
に
黄
信
号
が
灯
り
そ
う
だ

が
、「
優
先
順
位
を
き
ち
ん
と
つ
け

て
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
乗

り
切
り
た
い
」
と
き
っ
ぱ
り
。

　

今
後
の
抱
負
を
「
業
務
面
で
は
全

道
的
に
高
い
評
価
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
が
、
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
な

が
ら
こ
れ
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

小
規
模
な
事
業
所
で
は
あ
り
ま
す
が

が
ん
ば
り
ま
す
」と
語
っ
て
く
れ
た
。

　

五
七
年
採
用
の
岩
尾
美
登
里
厚
生

年
金
徴
収
課
長
が
率
い
る
の
は
正
規

職
員
が
課
長
を
い
れ
て
二
名
、
准
職

員
が
一
名
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
二
名

の
合
計
五
名
。
少
数
精
鋭
の
岩
見
沢

事
務
所
の
な
か
で
も
最
も
少
数
精
鋭

の
課
で
あ
る
。
人
数
が
少
な
い
だ
け

に
組
織
の
風
通
し
は
良
い
。
岩
尾
課

長
は
「
上
か
ら
言
わ
れ
て
や
る
の
で

は
な
く
、
自
分
か
ら
や
っ
て
い
く
と

い
う
気
風
を
育
て
て
行
き
た
い
」
と

し
、「
職
員
の
得
意
分
野
を
見
な
が

ら
適
材
適
所
で
人
員
を
配
置
し
て
い

き
た
い
で
す
ね
」
と
語
る
。

　

滞
納
事
業
所
数
は
適
用
事
業
所

二
、
三
〇
〇
に
対
し
て
直
近
で
二
〇

〇
を
切
っ
た
が
「
新
し
い
滞
納
事
業

所
を
増
や
さ
ぬ
よ
う
に
き
め
細
か
く

対
応
し
て
い
き
た
い
」と
い
う
。「
一

昨
年
蒔
い
た
種
が
去
年
は
芽
が
出
て
、

今
年
は
花
を
咲
か
せ
た
い
で
す
ね
」

と
に
っ
こ
り
笑
う
が
、
徴
収
対
策
も

花
を
育
て
て
い
く
よ
う
に
長
期
的
な

視
点
も
必
要
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

末
崎
雅
己
国
民
年
金
課
長
は
六
三

年
に
室
蘭
社
会
保
険
事
務
所
の
採

用
。
昨
年
四
月
に
事
務
セ
ン
タ
ー
の

国
民
年
金
担
当
か
ら
赴
任
し
た
。
岩

見
沢
事
務
所
の
管
轄
は
四
市
五
町
で

佐
賀
県
の
面
積
よ
り
広
い
が
「
朝
早

く
出
れ
ば
四
市
五
町
は
回
れ
ま
す
」

と
頼
も
し
い
。
管
轄
自
治
体
は
「
住

民
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
意
識
が
高

く
、
国
民
年
金
の
事
業
に
も
協
力
的

で
す
」
と
語
る
。

　

国
民
年
金
課
の
職
員
は
正
規
職
員

が
課
長
入
れ
て
二
名
、
准
職
員
が
一

名
、
契
約
職
員
が
五
名
、
ア
シ
ス
タ

ン
ト
が
一
名
の
九
名
。
う
ち
強
制
徴

収
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
三
名
だ

が
、「
債
権
調
査
で
な
か
な
か
債
権

が
見
つ
か
ら
な
い
者
に
対
し
て
は
ど

う
し
て
も
一
気
に
徴
収
と
は
い
き
ま

せ
ん
の
で
分
納
と
い
う
対
応
に
な
り

ま
す
ね
」
と
末
崎
課
長
。
今
年
度

は
「
基
幹
業
務
に
注
力
す
る
の
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
後
納
制
度
が
始
ま

り
ま
す
の
で
、
き
ち
っ
と
し
た
情
報

を
お
伝
え
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
と

な
ら
な
い
よ
う
に
心
が
け
た
い
で
す

ね
」
と
語
る
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
最
後
と
な
っ
た
津

川
依
子
お
客
様
相
談
室
長
は
昭
和
四

長
は
「
組
織
目
標
と
し
て
基
幹
業
務

に
力
を
入
れ
る
一
方
、
事
務
所
全
体

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
上
げ
、
人
材

育
成
で
は
自
ら
考
え
て
自
ら
行
動
す

る
人
材
を
育
て
て
行
き
ま
す
。
事
務

課
長
ク
ラ
ス
が
自
信
を
も
っ
て

や
れ
る
よ
う
に

　

所
長
の
よ
き
相
談
相
手
と
し
て
事

務
所
を
引
っ
張
っ
て
い
る
の
が
年
金

記
録
課
長
も
併
任
す
る
田
中
竜
祐
副

所
長
。
新
さ
っ
ぽ
ろ
年
金
事
務
所
の

適
用
調
査
課
長
か
ら
今
年
四
月
に
赴

任
し
た
。
採
用
は
昭
和
五
四
年
。
北

海
道
民
生
部
保
険
課
が
ス
タ
ー
ト

だ
。
田
中
副
所
長
が
最
近
思
う
の
は

「
課
長
ク
ラ
ス
が
自
信
を
持
っ
て
業

務
を
や
ら
な
け
れ
ば
組
織
は
円
滑
に

動
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
。

　

だ
か
ら
管
理
職
が
自
信
を
持
っ
て

や
れ
る
よ
う
に
田
中
副
所
長
は
管
理

職
教
育
に
力
を
入
れ
た
い
と
い
う
。

教
育
も
抽
象
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
終

わ
る
の
で
は
な
く
「
よ
り
具
体
的
に

業
務
に
即
し
て
や
っ
て
い
き
た
い
」

と
積
極
的
だ
。
た
だ
役
職
者
が
減
っ

た
こ
と
な
ど
の
影
響
か
ら
「
良
き
相

談
相
手
の
減
少
に
よ
る
萎
縮
・
孤
立

化
」
傾
向
が
あ
り
、
こ
れ
を
何
と
か

し
た
い
と
い
う
の
が
当
面
の
課
題
。

　

日
本
年
金
機
構
発
足
と
同
時
に
採

用
さ
れ
た
の
は
佐
々
木
典
哉
厚
生
年

　

Ｊ
Ｒ
岩
見
沢
駅
を
降
り
る
と
新
緑

が
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
約
束
の

時
間
ま
で
少
し
時
間
が
あ
っ
た
の
で

年
金
事
務
所
ま
で
歩
く
こ
と
に
。
多

く
の
地
方
都
市
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
も
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
下
ろ
し
て
い
る
店
舗
が
ち
ら

ほ
ら
見
ら
れ
る
が
、
商
店
街
か
ら
少

し
中
に
入
れ
ば
そ
こ
は
住
宅
地
で
手

入
れ
の
行
き
届
い
た
庭
に
は
季
節
の

花
が
咲
き
競
う
。

　

駅
か
ら
十
数
分
歩
く
と
ピ
ン
ク
の

年
金
事
務
所
が
見
え
て
き
た
。
聞
く

と
こ
ろ
に
よ
る
と
こ
の
建
物
は
、
昭

和
四
十
年
竣
工
で
道
内
の
事
務
所
で

は
一
番
古
く
今
年
三
月
に
や
っ
と
Ｏ

Ａ
フ
ロ
ア
ー
に
な
っ
た
事
務
所
と

か
。
受
付
で
来
意
を
告
げ
る
と
佐
藤

昭
二
所
長
が
出
迎
え
て
く
れ
た
。

　

佐
藤
所
長
の
社
会
人
と
し
て
の
ス

タ
ー
ト
は
昭
和
五
二
年
に
、
岩
見
沢

と
同
じ
空
知
地
方
の
砂
川
社
会
保
険

事
務
所
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始

ま
る
。
そ
れ
か
ら
道
内
の
事
務
所
、

像
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
と
思
い
ま

す
」
と
い
う
。
佐
藤
所
長
自
身
、
ア

シ
ス
タ
ン
ト
を
含
め
全
職
員
と
面
談

を
行
っ
て
い
る
し
、「
決
裁
は
必
ず

自
分
で
配
っ
て
職
員
に
声
を
か
け
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と

だ
。

　

国
民
年
金
事
業
は
地
方
分
権
に
と

も
な
い
、
平
成
一
四
年
か
ら
一
部
を

除
き
国
の
事
業
と
さ
れ
た
が
、
地
域

住
民
と
の
関
係
は
残
念
な
が
ら
弱
ま

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
域

住
民
に
年
金
の
理
解
を
深
め
て
も
ら

う
に
は
市
町
村
と
の
連
携
を
強
く
し

て
い
く
こ
と
と
、
佐
藤
所
長
が
考
え

て
い
る
の
が
年
金
教
育
。

　

北
海
道
で
は
か
つ
て
は
四
名
の
年

金
教
育
推
進
員
に
道
内
の
中
高
等
学

校
を
巡
回
し
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、

佐
藤
所
長
は
「
こ
の
制
度
を
止
め
た

の
は
残
念
で
す
が
、
二
〇
歳
に
な
る

ま
で
に
学
校
教
育
の
な
か
で
年
金
制

度
の
大
切
さ
教
え
て
い
く
こ
と
は
重

要
で
す
。
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
て
は
い
る
の
で
す

が
」
と
語
る
。

　

限
ら
れ
た
人
数
、
限
ら
れ
た
予
算

だ
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
大
学
で
の
保

険
料
免
除
の
説
明
も
徐
々
に
効
果
を

上
げ
て
お
り
、
出
張
相
談
も
実
を
結

び
つ
つ
あ
る
。
ま
ず
「
で
き
る
こ
と

を
着
実
に
や
っ
て
い
く
」
の
が
佐
藤

所
長
の
方
針
だ
。

　

こ
れ
か
ら
の
抱
負
と
し
て
佐
藤
所

保
険
課
、
社
会
保
険
事
務
局
勤
務
を

経
て
、
平
成
二
〇
年
か
ら
二
三
年
三

月
ま
で
は
北
海
道
厚
生
局
で
保
険
年

金
課
、
医
療
指
導
課
、
年
金
管
理
課
、

総
務
課
を
経
験
、
岩
見
沢
年
金
事
務

所
に
は
昨
年
四
月
に
赴
任
し
た
。

　

岩
見
沢
事
務
所
と
し
て
現
在
力
を

入
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
が
人
材
育

成
。
職
員
の
半
数
以
上
を
有
期
雇
用

職
員
が
占
め
る
と
い
う
現
状
で
「
今

ま
で
の
水
準
を
維
持
し
向
上
さ
せ
て

い
く
た
め
に
は
人
材
育
成
が
大
切
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
所
内
の
研
修
を

し
っ
か
り
と
や
っ
て
い
き
ま
す
」
と

佐
藤
所
長
。

　

研
修
は
朝
礼
終
了
後
、
各
課
で
行

う
が
こ
れ
は
岩
見
沢
方
式
と
し
て
定

着
し
て
い
る
と
い
う
。
例
え
ば
国
民

年
金
課
で
は
毎
日
の
朝
礼
実
施
後
、

国
民
年
金
法
の
条
文
の
読
み
合
わ
せ

を
行
っ
て
い
る
。
毎
日
輪
番
で
各
条

文
を
読
み
上
げ
、
内
容
や
解
釈
に
つ

い
て
検
討
し
あ
い
理
解
を
深
め
よ
う

と
い
う
も
の
だ
。
各
課
で
の
研
修
に

加
え
て
事
務
所
全
体
で
の
研
修
に
も

力
を
入
れ
て
お
り
、
例
え
ば
接
遇
で

は
マ
ナ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
テ
ー
マ

に
し
た
研
修
を
行
う
。

　

か
つ
て
の
社
会
保
険
事
務
所
長
は

所
長
室
に
で
ん
と
座
っ
て
「
エ
ラ
イ

人
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
「
所
長

岩
見
沢
年
金
事
務
所（
北
海
道
）

六
年
岩
見
沢
社
会
保
険
事
務
所
の
採

用
。
一
八
年
に
砂
川
社
会
保
険
事
務

所
か
ら
岩
見
沢
社
会
保
険
事
務
所
の

給
付
課
に
赴
任
し
、
二
〇
年
か
ら
相

談
業
務
に
。「
日
本
の
年
金
制
度
は
経

過
措
置
も
多
く
、
確
か
に
理
解
し
に

く
い
制
度
と
思
う
の
で
す
が
、
何
と

か
分
か
り
や
す
く
、
ま
た
お
客
様
の

権
利
に
関
す
る
こ
と
は
す
べ
て
お
話

す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」
と
相
談

業
務
の
基
本
の
「
心
構
え
」
を
語
る
。

　

組
織
の
運
営
で
心
が
け
て
い
る
の

は
「
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
と
問
題

が
起
き
た
ら
抱
え
込
む
の
は
よ
く
な

い
の
で
話
し
合
う
こ
と
が
大
切
で

す
」
と
い
う
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は

「
ま
ず
職
員
が
行
き
た
く
な
る
職
場

に
し
た
い
で
す
ね
。
思
っ
た
こ
と
が

言
え
る
職
場
に
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。

佐藤昭二所長

副
所
長
・
課
長
・
室
長
か
ら
一
言

　

岩
見
沢
年
金
事
務
所
の
職
員
数

は
、正
規
職
員
が
所
長
以
下
一
四
名
、

准
職
員
が
四
名
、
特
定
業
務
契
約
職

員
が
一
三
名
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
契
約

職
員
が
五
名
、
合
計
三
六
名
。

　

岩
見
沢
年
金
事
務
所
の
管
轄
は

「
南
空
知
」の
岩
見
沢
市
、
夕
張
市
な

ど
四
市
五
町
。
面
積
は
佐
賀
県
を
若

干
上
回
る
。
か
つ
て
の
基
幹
産
業
は

夕
張
炭
鉱
を
は
じ
め
と
し
た
石
炭
産

業
だ
っ
た
が
、
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政

策
の
転
換
に
よ
り
、
規
模
の
縮
小
か

ら
閉
山
へ
と
つ
な
が
り
、
管
内
の
炭

鉱
は
平
成
三
年
一
二
月
の
北
炭
幌
内

坑
の
閉
山
を
も
っ
て
皆
無
と
な
っ
た
。

　

現
在
の
主
要
産
業
は
農
業
で
、
な

か
で
も
米
は
、
需
給
調
整
に
よ
り
生

産
高
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
北

海
道
有
数
の
稲
作
地
帯
を
形
成
し
て

い
る
。

岩
見
沢
年
金
事
務
所
の
概
況
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横
須
賀
市
で
は
、
国
民
年
金
担
当
の

所
属
す
る
部
署
が
市
民
部
窓
口
サ
ー

ビ
ス
課
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

に
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
で
す
か
？

◆
北
野　
本
市
で
も
以
前
は
保
険
年

金
課
が
あ
り
、
平
成
八
年
の
機
構
改

革
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
市
民
課
が

「
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課
」と
い
う
名
称
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
国
民
年
金

は
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課
へ
移
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
地
方
分
権
と
絡
ん
で
き

ま
す
が
、
平
成
一
四
年
度
に
資
格
の

適
用
と
免
除
な
ど
一
部
の
事
務
に
な

っ
た
際
に
、
ど
こ
の
部
署
と
一
緒
に

な
っ
て
も
さ
し
て
問
題
が
な
く
な
り

ま
し
た
。
と
り
わ
け
適
用
事
務
に
お

い
て
は
住
民
票
が
も
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
そ
の
ま
ま
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課

に
属
し
た
ま
ま
で
す
。

国
民
年
金
に
つ
い
て
は
サ
ー
ビ
ス
低

下
や
収
納
率
の
低
迷
な
ど
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
地
方
分
権
に
よ
る
事

務
改
善
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
国

民
年
金
と
い
う
制
度
に
馴
染
む
も
の

だ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が

出
て
き
ま
す
が
？

◆
北
野　
私
と
し
て
は
、
国
民
年
金

事
務
が
地
方
分
権
前
か
ら
市
区
町
村

と
中
途
半
端
に
関
わ
っ
て
い
た
印
象

が
強
い
で
す
。
国
民
年
金
事
務
の
よ

う
に
保
険
者
で
な
い
市
区
町
村
が
、

基
礎
年
金
と
い
う
被
用
者
年
金
と
共

通
部
分
が
で
き
た
後
も
事
務
の
一
部

を
担
う
と
い
う
こ
と
が
お
か
し
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

言
い
か
え
る
と
、
国
民
健
康
保
険

や
介
護
保
険
の
場
合
、
市
区
町
村
が

保
険
者
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
最
後

の
給
付
ま
で
も
任
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
国
民
年
金
の
場
合
に
は
市
区
町

村
が
保
険
者
で
な
い
た
め
裁
量
と
い

う
も
の
が
ご
く
限
ら
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
国
は
地
方
分
権
後
の
市

区
町
村
に
国
民
年
金
事
務
の
何
の
役

割
を
担
わ
せ
た
か
っ
た
の
か
、
市
区

町
村
を
含
め
た
国
民
年
金
事
務
全
体

の
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
い
た
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
地
方
分

権
と
い
う
名
目
で
、
国
民
年
金
事
務

が
国
の
都
合
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
だ

け
と
い
う
印
象
が
強
い
で
す
。

中
途
半
端
な
関
わ
り
方
し
か
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
事
務
を
担
当

す
る
立
場
か
ら
不
都
合
や
不
便
さ
は

ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
か
？

◆
北
野　
窓
口
に
来
訪
す
る
市
民
に

対
し
て
、
手
続
や
届
出
に
つ
い
て
の

疑
問
や
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
こ
と

も
よ
く
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
事
務

全
体
の
流
れ
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
た

め
、
答
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。
こ
れ

は
、
日
本
年
金
機
構
が
事
務
処
理
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
公
開
し
て
い
な
い
こ
と

に
原
因
が
あ
り
ま
す
。

　

住
民
が
頼
る
の
は
市
区
町
村
の
窓

口
で
す
。
そ
の
窓
口
で
、
最
後
ま
で

市
民
に
対
し
て
責
任
が
持
て
な
い
事

務
と
い
う
の
は
、
担
当
者
と
し
て
非

常
に
も
ど
か
し
い
で
す
。

地
方
分
権
後
、
国
の
「
関
与
」
は
助

言
・
勧
告
ま
た
は
指
示
等
と
い
う
形

で
書
面
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
実
際
に
は
ど
の
よ
う

な
「
関
与
」
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
？

◆
北
野　
総
務
省
か
ら
出
さ
れ
る
通

知
文
に
つ
い
て
は
「
こ
の
通
知
は
地

方
自
治
法
に
基
づ
く
技
術
的
助
言
」

だ
と
い
う
こ
と
が
最
後
に
き
ち
ん
と

添
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
国
民
年
金
事
務
は
、
実

質
的
に
は
地
方
分
権
前
の
機
関
委
任

事
務
と
何
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

厚
労
省
や
日
本
年
金
機
構
か
ら
出
さ

れ
る
書
類
に
は
、
総
務
省
の
よ
う
な

コ
メ
ン
ト
は
付
い
て
い
ま
せ
ん
。

　

先
日
の
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
主
催
の
研

修
会
で
は
「『
障
害
基
礎
年
金
』
請
求

前
の
聞
き
取
り
に
つ
い
て
お
願
い
」

と
い
う
文
書
が
配
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
文
書
の
趣
旨
は
二
級
に
該
当

し
な
い
よ
う
な
軽
い
障
害
は
、
将
来

程
度
が
重
く
な
っ
て
か
ら
事
後
重
症

の
請
求
を
す
る
よ
う
に
、
請
求
前
に

市
区
町
村
で
聞
き
取
り
を
し
て
断
わ

る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
事
務
処
理
の
増
加
と
却

下
の
場
合
の
日
本
年
金
機
構
の
苦
情

対
応
が
大
変
だ
か
ら
、
事
前
に
市
区

町
村
の
窓
口
で
請
求
を
あ
き
ら
め
る

よ
う
に
仕
向
け
た
も
の
と
し
か
読
め

な
い
よ
う
な
内
容
で
す
。
こ
の
文
書

に
は
作
成
者
も
記
さ
れ
て
な
く
、
ま

っ
た
く
無
責
任
な
も
の
で
す
。

　

こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、

こ
の
よ
う
な
「
関
与
」
は
、
日
常
多

く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
地

方
分
権
の
本
旨
に
反
す
る
も
の
で

す
。も
し
、日
本
年
金
機
構
が「
関
与
」

し
た
い
の
な
ら
、
正
式
な
手
順
を
踏

ん
で
国
（
厚
生
労
働
省
）
経
由
で
自

治
体
に
助
言
を
行
う
べ
き
で
す
。

社
会
保
険
事
務
所
あ
る
い
は
年
金
事

務
所
と
市
区
町
村
と
の
関
係
と
い
う

の
は
、
ど
こ
か
落
ち
着
き
の
悪
い
関

係
に
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
が
？

◆
北
野　
市
区
町
村
は
住
民
を
守
る

こ
と
が
使
命
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

些
細
な
事
務
で
あ
っ
て
も
、
最
後
ま

で
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ど
ん
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、
住

民
か
ら
逃
げ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
こ
の
点
が
、
都
合
が
悪
く
な
る

と
す
ぐ
に
国
（
厚
労
省
）
に
責
任
を

振
っ
て
し
ま
う
年
金
事
務
所
（
日
本

年
金
機
構
）
と
大
き
く
異
な
る
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
。

　

地
方
分
権
の
本
来
の
趣
旨
か
ら
い

え
ば
、
国
も
地
方
公
共
団
体
も
平
等

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
市
区
町
村
は

そ
れ
ぞ
れ
一
国
一
城
の
よ
う
な
も
の

で
す
。
地
方
分
権
後
は
、
法
定
受
託

事
務
で
あ
っ
て
も
、
政
策
法
務
に
よ

り
市
区
町
村
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
て

い
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
に
、
厚
生
労

働
省
か
ら
事
務
の
委
任
を
受
け
て
い

る
民
間
の
機
関
で
あ
る
日
本
年
金
機

構
・
年
金
事
務
所
が
、
上
か
ら
目
線

で
、
い
わ
ば
「
箸
の
上
げ
下
ろ
し
」

の
よ
う
な
細
か
い
こ
と
ま
で
指
示
す

る
と
い
う
の
は
、
地
方
分
権
の
趣
旨

に
反
し
ま
す
。
な
ぜ
機
関
委
任
事
務

が
廃
止
さ
れ
、
地
方
自
治
の
本
旨
で

あ
る
団
体
自
治
が
分
権
に
よ
り
強
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
、
厚

生
労
働
省
に
も
日
本
年
金
機
構
に

も
、も
う
一
度
考
え
て
ほ
し
い
で
す
。

最
後
に
、
国
民
年
金
事
務
の
今
後
の

あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
お
考
え
で
す
か
？

◆
北
野　
人
口
構
成
や
歴
史
的
背
景

に
よ
り
、
市
区
町
村
そ
れ
ぞ
れ
に
事

務
や
対
応
の
仕
方
が
異
な
っ
て
い
ま

す
。
法
定
受
託
事
務
で
あ
っ
て
も
、

市
区
町
村
内
に
年
金
事
務
所
が
あ
る

と
こ
ろ
で
は
国
民
年
金
事
務
を
は
ず

し
て
も
よ
い
と
思
う
し
、
年
金
事
務

所
が
な
い
市
区
町
村
は
事
務
を
行
え

る
と
い
う
よ
う
に
、
市
区
町
村
自
身

が
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
選
択
が
で
き
て
も
よ
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
が
、
地
方
分
権
だ
と
思

い
ま
す
。

　

今
後
、
国
民
年
金
事
務
に
市
区
町

村
の
協
力
が
本
当
に
必
要
だ
と
国
が

考
え
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市

区
町
村
の
裁
量
権
を
十
分
に
認
め
る

方
向
で
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
か
ら
根
本
的
に
変
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
地
方
分
権
に
よ
る
国
民
年
金
事
務
改
善
を
、
現
場
の
市
区
町
村
で
は
ど
の
よ

う
に
受
け
と
め
て
い
る
の
か
。

　
今
回
は
、
神
奈
川
県
横
須
賀
市
市
民
部
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課
国
民
年
金
担
当
の

北
野
智
子
主
任
に
話
を
聞
い
た
。

ご相談・お問い合わせ・資料請求は──

0120-65-4192
フリーダイヤル

※地域によっては携帯電話からはつながらない場合があります。

 ロ ー ゴ     ヨ  イ  ク  ニ

国民年金にゆとりをプラス。
自分で入る公的な個人年金。

自営業者の方にもサラリーマンなみの老後保障を。

●掛金は全額所得控除で
　税金もお得。
●掛金は自由に設定。
※口数単位での設定になります。
　また、途中での変更も可能です。

老後まで
●基本は終身年金。
　だから、一生涯お受け取り。
●万が一の時にはご家族に一時金も。
※年金受給前または保証期間内にお亡くなりになった場合。
 （Ｂ型を除きます。）

老後から

ご職業ごとに加入できる職能型もあります。くわしくは
ホームページをご覧ください。

国民年金基金 検索

北野智子主任
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いつ起きるかわからない、
いつ起きてもおかしくない。
“その時”に備えて─

地震に備えるポイントが１冊でわかるパンフレット

地震に備える ●平成23年5月発行

地震が起きる前に日頃からこころえておくべき準備から、地震が起
きた時に安全に避難するための方法や応急手当・救命手当、住まい
の防災まで、地震に備えるポイントを網羅しています。 

   
地域住民のための防災対策    
パンフレット＆リーフレット    

   

テーマごとにコンパクトにまとめたリーフレット 

災害のとき！ 
あなたの助けが 
必要な人がいます。
災害時要援護者を守るため
に、日頃の地域交流のあり
方や災害時に要援護者を支
援するポイントを解説。 

グラッときたとき！ 
あなたの家の家具は
倒れませんか？ 
大地震の時の家具類の転倒・
落下を防止するための、自
分でできる対策や安心度を
高める一工夫などを解説。

イザというとき！ 
覚えておきたい 
応急手当と救命手当 
けがや心肺停止などの急病
に対して、病院で治療を受
ける前に施しておきたい応
急手当・救命手当を図解。 

A4判/4頁カラー
定価：42円（本体40円＋税）
監修：高橋  洋 （ＮＰＯ法人  災害福祉広域

支援ネットワーク・サンダーバード理事） 

＊＊名称刷込み（スミ１色）をご希望の場合は、21,000円（税込）で申し受けます。  

ご注文・お問い合わせは─ 

年友企画（株）

Q
．事
業
主
が
従
業
員
に
賞

与
を
支
給
し
た
と
き
に

は
ど
の
よ
う
な
手
続
が

必
要
で
し
ょ
う
か
。

　

平
成
一
五
年
四
月
か
ら
、
総
報
酬

制
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
賞

与
に
つ
い
て
も
毎
月
の
保
険
料
と
同

じ
率
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
事
業
主
が
被
保
険

者
へ
賞
与
を
支
給
し
た
場
合
に
は
、

支
給
日
か
ら
五
日
以
内
に
賞
与
支
払

届
等
に
よ
っ
て
支
給
額
等
を
届
出
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

賞
与
に
対
す
る
保
険
料

　

賞
与
と
は
、
賃
金
、
給
料
、
俸

給
、
手
当
、
賞
与
そ
の
他
い
か
な
る

名
称
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
労
働
者

が
労
働
の
対
償
と
し
て
受
け
る
も
の

の
う
ち
、
年
三
回
以
下
支
給
さ
れ
る

も
の
を
い
い
ま
す
。
な
お
、
年
四
回

以
上
支
給
さ
れ
る
も
の
は
標
準
報
酬

月
額
の
対
象
と
さ
れ
、
ま
た
、
労
働

の
対
償
と
み
な
さ
れ
な
い
結
婚
祝
金

等
は
、
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

賞
与
支
払
届
等
は
、
日
本
年
金
機

構
に
登
録
さ
れ
て
い
る
賞
与
支
払
予

定
月
の
前
月
に
、被
保
険
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
等
を
印
字
し
た
も
の
が
事

業
所
へ
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

賞
与
に
か
か
る
保
険
料
は
、
実
際

に
支
払
わ
れ
た
賞
与
額
（
税
引
き
前

の
総
支
給
額
）
か
ら
一
、〇
〇
〇
円

Ｑ
．保
険
料
の
免
除
に
は
、

届
け
出
る
だ
け
で
自
動

的
に
免
除
さ
れ
る
法
定

免
除
が
あ
る
と
聞
き
ま

し
た
。
こ
の
制
度
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

●
保
険
料
の
免
除

　

国
民
年
金
は
、
加
入
者
が
自
ら
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
原
則
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
国

民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
は
、
拠

出
能
力
に
関
係
な
く
毎
月
定
額
の
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
四
〇
年
と
い
う
長
い

加
入
期
間
の
う
ち
に
は
、
一
時
期
、

保
険
料
を
納
付
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
も
出
て
き
ま
す
。

　

そ
こ
で
国
民
年
金
に
は
、
保
険
料

の
免
除
制
度
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
免
除
制
度
に
は
、
法
律
で

定
め
ら
れ
て
い
る
要
件
に
該
当
す
れ

ば
当
然
に
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ

れ
る
「
法
定
免
除
」
と
、
所
得
が
低

い
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
申
請
に
よ

っ
て
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る

「
申
請
免
除
」
と
い
う
二
つ
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。

●
法
定
免
除
と
は

　

法
定
免
除
は
、
第
一
号
被
保
険
者

が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と

き
に
、
届
け
出
れ
ば
、
そ
の
間
の
保

険
料
は
自
動
的
に
免
除
さ
れ
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
被
用
者
年

金
制
度
か
ら
支
給
さ
れ
る
障
害
年
金

（
障
害
等
級
一
級
ま
た
は
二
級
に
限

る
）の
受
給
権
者
に
な
っ
た
と
き

②
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
ま

た
は
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促

進
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
援
護
を
受

け
て
い
る
と
き

③
国
立
お
よ
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ

ン
病
療
養
所
、
国
立
保
養
所
な
ど
の

施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
と
き

　

な
お
、
①
に
は
、
国
民
年
金
・
厚

生
年
金
保
険
・
船
員
保
険
・
共
済
組

合
か
ら
支
給
さ
れ
る
昭
和
六
一
年
三

月
以
前
に
支
給
事
由
が
発
生
し
た
障

害
年
金
、
恩
給
法
な
ど
に
よ
る
障
害

給
付
も
含
ま
れ
ま
す
。

●
法
定
免
除
の
手
続

　

①
か
ら
③
に
該
当
す
る
場
合
は
、

「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
事
由
（
該

当
・
消
滅
）
届
」
を
市
区
役
所
ま
た

は
町
村
役
場
に
提
出
し
ま
す
。

①
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
被
用
者
年

金
制
度
の
障
害
年
金
（
一
級
ま
た
は

二
級
）の
受
給
権
者
に
な
っ
た
場
合
、

認
定
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月

の
保
険
料
か
ら
免
除
と
な
り
ま
す
。

②
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
な
ど
を
受

け
て
い
る
場
合
、
生
活
保
護
を
受
け

始
め
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
保

険
料
か
ら
免
除
と
な
り
ま
す
。

③
国
立
お
よ
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ

ン
病
療
養
所
な
ど
で
療
養
し
て
い
る

場
合
、
療
養
が
始
ま
っ
た
日
の
属
す

る
月
の
前
月
の
保
険
料
か
ら
免
除
と

な
り
ま
す
。

＊�「
国
民
年
金
よ
く
あ
る
質
問
」は
、

当
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す（http://www.nenkin.

or.jp/emember/faq_box/

）。会
員

の
み
な
さ
ま
向
け
で
あ
る
こ
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
内
容
を
更
新

し
て
、順
次
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

未
満
を
切
り
捨
て
た
額
を
標
準
賞
与

額
と
し
、
そ
の
標
準
賞
与
額
に
保
険

料
率
を
か
け
た
額
で
す
。保
険
料
は
、

事
業
主
と
被
保
険
者
が
折
半
で
負
担

し
ま
す
。

　

標
準
賞
与
額
の
上
限
は
、
健
康
保

険
で
は
年
度
の
累
計
額
五
四
〇
万
円

（
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年

三
月
三
一
日
ま
で
）、
厚
生
年
金
保

険
で
は
一
か
月
あ
た
り
一
五
〇
万
円

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
月
内
に
二

回
以
上
支
給
さ
れ
る
と
き
は
合
算
し

た
額
に
こ
れ
ら
の
上
限
額
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

　

賞
与
に
か
か
る
保
険
料
は
、
毎
月

の
保
険
料
と
合
算
さ
れ
て
賞
与
支
払

月
の
翌
月
の
納
入
告
知
書
（
口
座
振

替
の
場
合
は
、納
入
告
知
額
通
知
書
）

で
通
知
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
事
業
主

は
、
被
保
険
者
負
担
分
を
賞
与
支
払

時
に
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

提
出
時
期・場
所
及
び
提
出
方
法

　

賞
与
を
支
給
し
た
事
業
主
は
、
賞

与
支
払
額
等
に
つ
い
て
「
被
保
険
者

賞
与
支
払
届
」
と
「
賞
与
支
払
届
総

括
表
」
を
日
本
年
金
機
構
に
提
出
し

ま
す
。

○
「
被
保
険
者
賞
与
支
払
届
」

　

こ
の
届
書
は
、
あ
ら
か
じ
め
登
録

さ
れ
た
賞
与
支
払
予
定
月
の
前
月
に

年
金
事
務
所
ま
た
は
事
務
セ
ン
タ
ー

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
届
書
に

は
、
事
業
所
整
理
記
号
、
事
業
所
番

号
、
賞
与
支
払
予
定
月
、
被
保
険
者

氏
名
・
生
年
月
日
、
種
別
（
性
別
）

が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
「
賞
与
支
払
届
総
括
表
」

　

こ
の
総
括
表
は
、
事
業
主
が
賞
与

支
払
届
と
一
緒
に
提
出
す
る
も
の
で

す
。
賞
与
支
払
届
と
一
緒
に
送
付
さ

れ
ま
す
。
こ
の
総
括
表
に
は
、
事
業

所
整
理
記
号
、
事
業
所
番
号
、
賞
与

支
払
予
定
月
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

提
出
時
期
は
、
賞
与
支
払
日
か
ら

五
日
以
内
で
、
提
出
先
は
、
所
定
の

年
金
事
務
所
ま
た
は
事
務
セ
ン
タ
ー

で
す
（
都
道
府
県
に
よ
り
提
出
先
が

異
な
り
ま
す
）。

　

提
出
方
法
は
、
窓
口
持
参
、
郵
送
、

電
子
申
請
の
い
ず
れ
か
で
す
が
、
届

出
用
紙
に
よ
る
ほ
か
、電
子
媒
体（
フ

ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
Ｍ
Ｏ
、
Ｃ
Ｄ

ま
た
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）
に
よ
る
提
出
も
可

能
で
す
。

電
子
媒
体
申
請
・
電
子
申
請

　
「
被
保
険
者
賞
与
支
払
届
」
等
を

電
子
媒
体
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
「
磁
気
媒
体
届
書
作
成
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
届
書
提
出

の
際
に
は
、
事
業
所
名
称
、
事
業
所

整
理
記
号
等
を
記
載
し
た
ラ
ベ
ル
を

電
子
媒
体
に
貼
付
し
ま
す
。

　

電
子
媒
体
に
よ
る
届
出
を
希
望
す

る
事
業
主
に
は
、
賞
与
支
払
予
定
月

の
前
月
に
被
保
険
者
氏
名
等
の
基
本

情
報
を
収
録
し
た
電
子
媒
体
（
Ｃ
Ｄ

‐
Ｒ
Ｗ
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

賞
与
支
払
予
定
月
の
登
録
は
、
新

規
適
用
届
、
賞
与
支
払
届
総
括
表
、

算
定
基
礎
届
総
括
表
ま
た
は
事
業
所

関
係
変
更
（
訂
正
）
届
の
提
出
等
に

よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
被
保
険
者
賞
与
支
払
届
」

等
を
電
子
申
請
に
よ
っ
て
提
出
す
る

場
合
に
は
、
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

・
電
子
政
府
の
総
合
窓
口
　e-Gov

（http://www.e-gov.go.jp

）

・
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.nenkin.go.jp/n/
www/service/detail.jsp?id=3575

）

国民年金
よくある

質　問

厚生年金
よくある

質　問
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国
民
年
金
保
険
料
の
申
請
免
除

　

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前

年
の
所
得（
一
月
か
ら
六
月
ま
で

に
申
請
す
る
場
合
は
前
々
年
の
所
得
）

が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

免
除
さ
れ
ま
す
。
免
除
さ
れ
る
保
険

料
額
は
、
全
額
、
四
分
の
三
、
半
額
、

四
分
の
一
の
四
段
階
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
二
〇
歳
か
ら
三
〇
歳
未
満

の
若
年
者
に
は
、
本
人
・
配
偶
者
の

前
年
の
所
得（
一
月
か
ら
六
月
ま
で

に
申
請
す
る
場
合
は
前
々
年
の
所
得
）

が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、申
請
後

に
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

免
除
を
受
け
ら
れ
る
所
得
基
準
は

　

保
険
料
の
申
請
免
除
を
受
け
る
た

め
に
は
免
除
さ
れ
る
四
段
階
の
額
に

応
じ
て
、
前
年
所
得
に
対
す
る
所
得

基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
所
得
基
準
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
全
額
免
除　
（
扶
養
親
族
等
の
数

＋
一
）×
三
五
万
円
＋
二
二
万
円

○
四
分
の
三
免
除　

七
八
万
円
＋
扶

養
親
族
等
控
除
額
＋
社
会
保
険
料
控

除
額
等

○
半
額
免
除　

一
一
八
万
円
＋
扶
養

親
族
等
控
除
額
＋
社
会
保
険
料
控
除

額
等

○
四
分
の
一
免
除　

一
五
八
万
円
＋

扶
養
親
族
等
控
除
額
＋
社
会
保
険
料

控
除
額
等

○
若
年
者
納
付
猶
予
制
度　
（
扶
養

親
族
等
の
数
＋
一
）
×
三
五
万
円
＋

二
二
万
円

免
除
の
申
請
日
と
承
認
期
間

　

申
請
を
行
っ
て
免
除
が
認
め
ら
れ

る
期
間
は
、
申
請
日
に
応
じ
て
以
下

の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
申
請
日
が
七
月
の
場
合　

前
年
の

七
月
か
ら
翌
年
の
六
月
ま
で
の
期
間

○
申
請
日
が
八
月
か
ら
翌
年
六
月
ま

で
の
場
合　

そ
の
年
の
七
月
か
ら
翌

年
六
月
ま
で
の
期
間

○
申
請
日
が
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の

場
合　

前
年
の
七
月
か
ら
そ
の
年
の

六
月
ま
で
の
期
間

　

こ
の
よ
う
に
七
月
に
申
請
す
る
場

合
に
限
っ
て
、
前
年
七
月
か
ら
前
月

六
月
分
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
も
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
七
月
に

前
年
分
の
免
除
等
も
申
請
す
る
場
合

は
、
申
請
書
を
二
枚
提
出
し
ま
す
。

保
険
料
免
除
の
申
請
方
法
は

　

住
民
登
録
を
し
て
い
る
市
区
役
所
・

町
村
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
へ

申
請
し
ま
す
。

　

申
請
書
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は

市
区
役
所
・
町
村
役
場
の
国
民
年
金

担
当
窓
口
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
が
、

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
入
手
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

記
入
例
を
参
考
に
し
て
申
請
書
に

記
入
し
、
以
下
の
添
付
書
類
と
い
っ

し
ょ
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
市
区

役
所
・
町
村
役
場
へ
提
出
し
ま
す
。

【
添
付
書
類
】

○
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

通
知
書（
必
ず
必
要
）

○
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
所
得
を
証

明
す
る
書
類

○
退
職
・
失
業
し
た
人
が
申
請
を
行

う
と
き
は
、
退
職
・
失
業
し
た
こ
と

を
確
認
で
き
る
書
類（
退
職
・
失
業

に
よ
り
申
請
を
行
う
場
合
は
、
雇
用

保
険
受
給
者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
等
の
写
し
）

こ
の
記
事
は
市
区
町
村

の
広
報
誌（
紙
）
に
そ
の

ま
ま
掲
載
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
記
事
は
当
協
会
の
Ｈ

Ｐ
か
ら
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
と
し
て
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、
ご
自

由
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

ご
案
内

市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください

国
民
年
金
の
保
険
料

免
除
の
手
続
は

お
早
め
に
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上記料金は、２名様で１室ご利用された場合の1名様料金です（GW・夏季・年末年始は別途料金になります）。

お得な
平日プラン・パックもご用意

詳しくは、当ホテルまで
お問い合わせ下さい。

を
引
き
締
め
よ
う
と
い
う
趣
旨
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
勤
務
時
間

外
で
の
私
生
活
で
の
行
動
を
制
限

す
る
と
い
う
異
例
の
で
き
ご
と
で

あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
私
生
活
上
の
行
為
で

も
、
そ
れ
が
職
員
と
し
て
の
品
位

を
汚
す
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
禁

止
や
処
分
の
対
象
と
な
る
こ
と
は

異
論
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

の
程
度
は
一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

よ
り
（
地
域
の
）
奉
仕
者
で
あ
る

地
方
公
務
員
に
よ
り
厳
し
い
基
準

が
当
て
は
ま
る
こ
と
に
も
あ
ま
り

異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
仕
事
が
終
わ
っ
た
後
で

飲
食
店
で
酒
食
を
摂
る
行
為
は
何

ら
反
社
会
的
な
行
為
で
は
な
く
、

し
か
も
全
く
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

行
為
で
あ
る
。
雇
用
主
が
そ
こ
に

立
ち
入
っ
て
禁
じ
る
と
い
う
こ
と

が
意
味
す
る
こ
と
の
重
大
性
、
深

刻
性
を
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

公
務
員
に
限
ら
ず
雇
用
さ
れ
て

い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
雇
用
主
に

対
し
て
雇
用
契
約
に
基
づ
き
自
己

の
労
働
力
を
提
供
す
る
義
務
を
負

う
が
、
雇
用
主
に
そ
の
生
活
全
体

を
差
し
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
考
え
て
今
回
の
禁
酒

令
は
相
当
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い

る
の
で
は
な
い
か
。

　

例
え
ば
、
飲
酒
関
連
不
祥
事
を

撲
滅
す
る
た
め
に
、
市
の
新
規
採

用
職
員
に
対
し
、
採
用
条
件
と
し

て
「
公
私
を
問
わ
ず
」
酒
を
飲
ま

な
い
と
い
う
条
件
を
つ
け
る
こ
と

は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
少
し
考

え
て
み
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
一
か
月
間
の
禁
酒
令
下
で

特
に
職
員
の
不
祥
事
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
市
長
は
安
堵
し
た

と
い
う
が
、
そ
う
い
う
単
純
な
話

で
は
な
か
ろ
う
。

　

な
お
、
職
員
一
人
が
飲
酒
を
し

て
い
た
か
ど
で
密
告
さ
れ
、
上
司

か
ら
厳
重
注
意
さ
れ
た
と
い
う
。

た
い
へ
ん
お
気
の
毒
な
こ
と
で
あ

る
。

　

冒
頭
の
ア
メ
リ
カ
の
禁
酒
法

は
、
結
局
マ
フ
ィ
ア
の
闇
の
商
売

を
繁
盛
さ
せ
た
だ
け
で
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
。
仮
に
動
機
は
純
粋
で

も
手
法
が
適
正
で
な
け
れ
ば
所
期

の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　

今
回
の
福
岡
の
で
き
ご
と
は
一

体
ど
ん
な
顛
末
を
む
か
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
福
岡
市
職
員

の
飲
酒
が
ら
み
の
不
祥
事
を
撲
滅

で
き
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、

不
祥
事
撲
滅
の
た
め
に
は
職
員
へ

の
注
意
喚
起
を
は
じ
め
と
す
る
地

道
な
努
力
の
積
み
重
ね
し
か
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　

二
十
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ

の
話
で
は
な
い
。
つ
い
先
月
の
九

州
、
福
岡
市
で
の
こ
と
。

　

各
メ
デ
ィ
ア
で
お
も
し
ろ
お
か

し
く
報
道
さ
れ
て
い
た
の
で
ご
存

じ
の
向
き
も
多
い
と
思
う
が
、
職

員
の
飲
酒
が
ら
み
の
不
祥
事
の
続

発
で
業
を
煮
や
し
た
福
岡
市
長
が

出
し
た
の
が
職
員
へ
の
禁
酒
令
。

　

市
長
名
で
市
の
正
規
職
員
に
対

し
て
五
月
下
旬
か
ら
の
一
か
月

間
、
公
私
を
問
わ
ず
自
宅
外
で
の

飲
酒
を
原
則
行
わ
な
い
よ
う
命
令

し
た「
事
件
」の
こ
と
で
あ
る
。

　

不
祥
事
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
身

禁
酒
令

市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください


